
令和８年度三川町土づくり支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、高品質な農産物を安定的に生産し供給できる土づくりを目的に土壌改良

に取り組む三川町に住所を有する農業者、農業法人等（以下「農業者等」という。）に対し、

予算の範囲内で三川町土づくり支援事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するこ

とに関し、三川町補助金等の適正化に関する規則（昭和３８年規則第４号）に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象） 

第２条 補助金の対象となる者は、本町で土壌改良に取り組む農業者等とする。ただし、本町

の生産の目安に協力しない者を除く。 

２ 補助金の交付対象となる項目（以下「支援項目」という。）、補助金の交付対象となる経

費（以下「補助対象経費」という。）及び補助率等は、別表のとおりとする。 

３ 前項の規定において補助金に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとす

る。 

（補助金の交付申請） 

第３条 補助金の交付を受けようとする者（以下「補助申請者」という。）は、令和８年度三 

川町土づくり支援事業費補助金交付申請書（様式第１号）に、次の各号に掲げる書類を添え

て町長に提出するものとする。 

（１） 事業計画書（様式第２号） 

（２） 収支予算書（様式第３号） 

（３） 町税の滞納がないことを証明する書類 

（４） その他町長が必要とする書類 

２ 補助対象者は、前項の申請書を提出するときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額（補

助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法

律第１０８号）の規定による仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額と当該額に地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税率を乗じて得た額との合計額

に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。）を減額して申請しなければならない。ただし、

申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この

限りでない。 

（補助金の交付決定） 

第４条 補助金の交付は、令和８年度三川町農政主要事業に係る審査会設置要綱に基づく審査

会（以下、「審査会」という。）において厳正に審査し、審査会の意見を踏まえて町長が決

定する。 

２ 町長は、補助申請者が国及び県等の補助事業と併せて事業を実施する場合は、内容を精査

し、必要な指導又は修正を加えて当該補助金の交付を決定するものとする。 

３ 前項の規定において、補助申請者は、国及び県等の補助事業の申請書又は実績報告書を町

長に提出するものとする。 

（補助事業内容の変更・取下げ承認申請） 

第５条 補助金の交付決定の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、その内容を

変更し、又は取下げしようとするときは、令和８年度三川町土づくり支援事業に係る事業変

更承認及び同事業費補助金変更交付承認申請書（様式第４号）を提出し、あらかじめ町長の

承認を受けなければならない。ただし、補助金の額の増又は補助金の額の２割を超える減を



伴う変更以外の場合は、この限りでない。 

（実績報告） 

第６条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、令和８年度三川町土づくり支援事業実績 

報告書（様式第５号）に次の各号に掲げる書類を添付して町長に報告しなければならない。 

（１） 事業実施状況報告書（様式第６号） 

 （２） 収支精算書（様式第３号） 

（３） その他町長が必要とする書類 

２ 前項に規定する実績報告等の提出期限は、補助事業の完了後３０日を経過する日又は補助

事業に対する補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の３月３１日のいずれか早

い日とする。 

３ 第３条第２項ただし書の規定の適用を受けた補助対象者は、前項の実績報告書を提出する

にあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該

補助金の額から減額して報告しなければならない。 

４ 第３条第２項ただし書の規定の適用を受けた補助対象者は、第１項の実績報告書を提出し

た後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が

確定した場合には、その額（前項の規定により減額した補助対象者にあっては、その減じた

額を上回る部分の額）を令和８年度三川町土づくり支援事業費補助金に係る消費税仕入控除

税額報告書（様式第７号）により速やかに町長に報告するとともに、これを返還しなければ

ならない。 

５ 前項の場合において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合であ

っても、その状況等について、当該補助金の額の確定があった日の翌年５月３１日までに前

項の消費税相当額報告書により町長に報告しなければならない。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 



別表 

支援項目 補助対象経費 補助率 支援要件 

 

土壌改良剤 

散布支援 

 

令和８年産主食

用米の水稲作付

圃場に投入する

土 づ く り 資 材

（ケイ酸質成分

を含む資材）の

購入に要する経

費 

 

 

購入価格の３／１０以内 

（上限１,０００円／１０ａ） 

 

 

散布を行った初年度から

起算して３年間は継続し

て土壌改良に取り組むこ

と。 

 

散布実施した圃場リスト

（任意様式）及び資材の

購入伝票等を添付するこ

と。 

 


